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六
大
都
市
特
に
犬
阪
市
に
於
け
る
租
続
負
措

第
三
十
巻

大

第一一競

大

六
大
都
市
特
ド
大
阪
市
に
於
げ
る
租
税
負
携

汐

見

一一一
js 

第

六
大
都
市
ご
大
阪
市

最一泡

ω国
勢
調
査
即
ち
大
正
十
四
年
十
月
一
日

ω調
査

ω
結
呆
に
よ
れ
ば
.
我
固
に
於
て
最
も
多
数
的
人
口
令

擁
す
る
都
市
は
大
阪
市
り
二
百
十
一
詩
人
で
ゐ
っ
て
、
東
京
市
川
山
百
九
十
九
高
人
、
名
古
屋
市
的
七
十
六
宮
内
入
、

京
都
市
の
六
十
七
高
入
、
神
戸
市

ω六
十
四
高
入
、
開
明
演
市
の
四
十
宮
内
人
が
之
に
つ
い
き
、
夏
に
庚
島
市

ω
十
九

高
入
、
長
崎
市

ω十
入
賞
同
人
ゼ
云
ふ
順
序
を
示
し
て
ゐ
る
。
郎
%
国
勢
調
査
の
一
不
す
所
に
よ
れ
ば
‘
我
園
多
数
の

都
市
的
中
に
ゐ
b
て
、
大
医
市
、
東
京
市
、
名
古
屋
市
、
京
都
市
、
神
戸
市
、
ー
横
演
市

ω六
大
都
市
が
人
一
口
の
上

に
於
て
、
断
然
他
の
小
都
市
を
援
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
特
に
大
阪
市
は
、
東
京
市
、
横
描
市
ご
異
り
、
大
震
災

に
よ
る
損
失
を
受
く
る
事
な
く
し
て
膨
脹
を
つ

V
け
、
特
に
大
正
十
周
年
に
接
純
町
村
営
合
併
す
る
事
に
よ
り
、

人
口
に
於
て
は
六
大
都
市
中
の
首
位
を
占
め
て
ゐ
る
。
従
て
六
大
都
市
川
り
研
究
、
特
に
大
鹿
市
の
研
究
は
、
我
園

現
代
の
枇
曾
生
活
を
如
る
上
に
於
て
充
分
の
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。



試
み
に
、

特
に
大
限
市
の
人
口
の
膨
脹
を
最
近
十
三
年
間
に
わ
た

b
調
査
し
、

此
eT
全
国

六
大
都
市
の
人
口
、

の
人
口
の
麓
謹
ご
比
較
す
る
ご
、

第
一
表
を
得
る
事
が
出
来
る
。

第
-
表

会
闘
と
大
大
部
市
と
大
阪
市
と
に
於
吋
る
人
口
比
較
表
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大
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
租
税
負
強

第
三
十
巻

二
二
八

第
一
一
規

/"¥. 

大
正
四
年
ご
云
へ
ば
.
世
界
大
戦
開
始
以
来
第
二
年
目
に
ゐ
た
る
。
某
後
、
世
界
大
戦
が
格
b
を
告
げ
大
正
十

二
年
の
関
東
の
大
震
災
を
極
て
.

昭
和
二
年
に
至
る
ま
で
を
計
算
ず
る
さ
、
十
三
年
の
歳
月
が
鰹
過

L
τ
ゐ
る
の

で
ゐ
る
。
大
正
四
年
に
六
大
都
市
に
集
ま
っ
て
ゐ
た
人
口
は
全
国
人
口
の
一
割
で
ゐ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
二
年
に

は
約
一
割
二
分
に
上
っ
て
ゐ
る
。
特
に
大
阪
市
に
於
て
は
、
人
口

ω増
加
の
著
し
出
も
の
が
ゐ
る
。
大
正
四
年
仁

は
大
阪
市
の
人
口
が
会
同
人
口
の
二
分
七
一
埋
で
ゐ
っ
た
も
の
が
、

昭
和
二
年
に
は
三
分
七
厘
ざ
な
っ
て
ゐ
る
。
大

正
四
年
に
は
六
大
都
市

ω人
口
の
四
分
の
一
強
が
大
阪
市
に
集
中
し
て
ゐ
た
の
仁
、

昭
和
一
一
年
に
は
コ
一
分
の
一
弱

に
増
し
て
ゐ
る
。
世
界
大
戦

ω始
に
比

L
、
人
口
が
六
大
都
市
に
集
中
し
、
特
に
大
阪
市
に
集
中
す
る
勢
の
大
ご

な
っ
た
事
は
、
注
目
す
ぺ
き
事
賞
ご
云
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

六
大
都
市
、
特
に
大
阪
市
に
人
口
が
集
中
し
て
ゐ
る
ご
云
ふ
事
賞
は
、
皐
に
そ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
十
.
他
の
祉

曾
生
活
の
方
面
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
ゐ
る
。
そ
の
影
響
の
一
つ

εし
て
、
我
園
民
会
一
時
の
財
政
生
活
の
上
に

於
て
、
六
大
都
市
、
特
に
大
医
市
が
如
何
な
る
地
歩
を
占
め
て
ゐ
る
か
を
肝
宛
す
る
必
要
が
あ
る
。
財
政
生
活
の

方
面
に
於
げ
る
六
大
都
市

ω地
位
は
・
歳
出
纏
額
又
は
歳
入
総
額
を
比
較
す
る
事
に
よ
っ
て
之
を
明
ら
か
に
す
る

事
が
出
来
る
。
然
し
歳
出
纏
額
叉
は
歳
入
組
額
の
数
字
の
中
に
は
草
な
る
計
算
上
の
庵
教
が
合
ま
れ
て
ゐ
る
事
も

ゐ
-9
、
又
官
一
公
業
の
有
無
に
よ
b
其

ω数
字
の
意
味
を
異
に
す
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、
此
等
の
敷
字
の
比
較
は
必

手

L
も
ム
ハ
大
都
市
り
財
政
生
活
的
特
色
を
忠
貨
に
傍
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
故
に
搭
に
は
財
政
生
活
の
中
よ
り
租



耽
負
措
の
方
面
の
み
を
運
び
、
ム
ハ
大
都
市
、
特
に
大
阪
市
凶
研
究
を
試
み
る
。

六
大
都
市
、
特
に
大
阪
市
に
於
げ
る
租
枕
負
携
を
研
究
す
る
た
め
に
は
、
墜
に
市
耽
を
柄
究
す
る
に
止
ま
ら

令
、
問
題
を
府
牒
枕
に
も
及
ぼ
し
、
真
に
直
接
国
税
を
も
合
せ
考
へ
、
以
て
六
大
都
市
の
市
民
.
特
に
大
阪
市
民

の
負
携
す
る
租
税
の
金
額
に
つ
き
研
究
す
ゐ
必
要
が
ゐ
ゐ
。
以
下
、
第
一
に
碇
接
闘
税
の
負
指
令
研
究
し
、
次
に

地
方
税
の
負
携
ご
し
て
府
職
枕
ご
市
秘
主
の
負
措
を
調
査
し
、
最
後
に
租
税
負
槍
金
額
に
つ
き
考
察
を
進
め
る
。

雪5

直
接
闘
税
の
責
携

六
大
都
市
.
特
に
大
阪
市
は
、
人
口
の
密
集
し
て
ゐ
る
地
域
で
ゐ
る
か
ら
、
経
済
活
動
が
凡
て
の
方
面
に
わ
た

り
行
は
れ
る
の
で
ゐ
る
。
従
て
六
大
都
市
特
に
大
阪
市
の
租
税
負
携
を
調
べ
る
に
あ
た
っ
て
は
、
各
種
の
租
税
に

っ
き
負
携
関
係
を
明
か
に
す
る
必
要
が
ゐ
る
。
卸
丸
生
産
普
刺
に
課
税
す
る
牧
利
税
ご
経
済
交
通
に
課
す
る
流
通

枕
ご
消
費
の
事
買
を
客
瞳
ご
す
る
消
費
税
ご
の
凡
て
の
方
面
に
わ
た
h
研
究
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

般
に
期
聞
を
大
正
四
年
よ
り
昭
和
二
年
に
至
る
十
三
年
間
に
局
限
し
て
見
る
に
、
抽
出
費
税
ご
し
て
は
泊
枝
、
煙

草
専
寅
盆
金
、
醤
油
税
、
石
油
消
費
税
、
砂
糖
消
費
耽
、
織
物
消
費
税
、
遁
行
枕
、
清
涼
飲
料
税
、
関
税
等
を
薮

ふ
ぺ
〈
、
流
通
税
ご
し
て
は
蜜
録
校
、
印
紙
枕
、

A
B
換
銀
行
券
後
行
枕
.
取
引
所
取
引
税
等
を
奉
ぐ
ぺ
〈
、
夏
に

牧
刺
税
は
所
得
税
、
戦
時
利
得
税
.
地
租
、
得
業
税
、
替
業
攻
盆
枝
、
鍍
業
枕
、
寅
薬
密
業
枝
、
取
引
所
管
業

穴
大
都
市
特
に
大
甑
市
に
於
け
る
租
稀
負
鐘

第
三
十
巻

九

第

続

ニ
ニ
九



穴
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
租
稀
負
強

第
三
十
巻

C 

第

挽

一Z二
C

税
、
、
資
本
利
子
柱
、
相
頑
枕
等
よ
り
な
っ
て
お
る
。
然
れ
ど
も
此
等
の
凡
て
の
租
税
を
ば
‘

そ
の
納
税
せ
ド
り
る
、

各
都
市
別
に
分
類
し
℃
計
算
す
る
一
帯
は
、
そ
れ
自
身
・
非
常
に
困
難
な
り
さ
一
式
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
加
ふ
み
に
九

方
に
て
納
税
せ
ら
れ
し
租
就
が
必
、
ず
し
も
其
地
方
で
負
携
せ
ら
る
、
ご
も
限
ら
学
、
特
に
間
接
消
費
税
の
如
き
は I也

納
税
地
以
外
の
他
地
方
に
樽
嫁
せ
ら
る
、
の
な
原
則
ご
す
ゐ

ωで
ゐ
お
か
ら
、
真
の
携
税
額
を
各
都
市
毎
に
調
べ

る
の
は
不
可
能
の
事
業
な
り
ご
一
五
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。
故
に
消
費
税
ご
流
通
枕
~
ご
は
、
計
算
が
困
難
に
し
て
且
つ
暢

妹

ω諜
期
し
脱
き
も

ω戸
、
し
て
、

之
な
祝
枕
負
慌
の
問
題
よ
り
ん
て
除
外
す
る
事
ピ

L
K
の
で
め
る
。
耳
じ
牧
利

殺
の
中
に
ゐ
り
て
も
、
戟
時
利
得
税
は
臨
時
積
り
色
形
の
議
き
も
の
ご
し
て
全
く
問
題
ご
せ
歩
、
相
績
税
も
大
正

十
四
年
度
以
後
、
始
め
て
租
枕
負
権
額

ω
中
に
加
へ
る
事
ご
じ
た
。
結
局
の
所
、
過
去
十
三
年
間
に
わ
た
り
担
税

負
抽
出
額
ご
し
て
計
上
せ
ら
れ
た
る
も
の
は
、
牧
利
枕
の
み
で
ゐ
っ
て
、
而
も
政
利
税
中
の
地
租
.
所
得
税
、
替
業

税
、
管
業
枚
盆
税
、
鏑
業
枕
、
責
柴
管
業
枕
、
収
引
所
管
業
枕
の
七
碍

ω直
接
園
枕
で
ゐ
る
。
勿
論
、
大
阪
市
に
於

て
納
税
せ
ら
れ
て
七
穂

ω直
接
国
税

ω金
額
炉
、
即
ち
犬
阪
市
に
於
て
負
措
せ
ら
れ
じ
直
接
園
殺
の
金
額
な
h
ご

一
古
ふ
事
が
出
来
な
い
。
例
へ
ば
大
阪
市
以
外
の
地
方
に
於
て
所
得
を
賛
ら
し
・
替
業
に
従
事
し
て
ゐ
る
人
が
、
稜

法
的
関
係
上
、
大
阪
市
に
於
て
得
た
る
所
得
及
び
管
業
枚
盆
ご
A
目
算
し
て
所
得
枕
及
ぴ
管
業
牧
盆
税
を
納
税
し
て

ゐ
る
場
合
が
あ
る
。
真
に
大
阪
市
に
於
て
得
た
る
管
業
純
盆
及
び
所
得
に
つ
き
、
大
限
市
外
に
於
て
所
得
税
及
び

替
業
収
盆
枇
を
納
税
し
て
ゐ
る
場
合
も
ゐ
る
。
其

ω結
果
、
大
阪
市
に
於
げ
る
本
来

ω直
接
国
税
負
携
額
よ
h
も



或
は
多
き
敷
字
が
あ
ら
は
れ
、

又
は
少
き
数
字
が
出
て
古
ゆ
る
の
で
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
私
が
現
在
利
用
[
得
る
統

計
材
料
ご
し
て
は
、

大
阪
市
に
於
げ
る
在
接
国
税
の
納
耽
額
以
よ
の
範
国
に
出
る
事
が
出
来
な
い
の
で
ゐ
る
の

か
く
し
て
調
査

L
た
る
前
接
国
枕
負
携
額
を
会
闘
ご
六
大
都
市
ご
大
阪
市
ご
に
1
7
も、

過
去
十
三
年
間
に
わ
化

b
算
定
す
る
ご
、

第
二
表
を
得
る
事
M
Y

出
来
る
。

第

表

会
閣
と
六
大
都
市
と
大
阪
市
と
に
於
け
る
直
接
聞
和
負
檎
額
表
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3368S0 
，9I8，171|; 161.986，807 

r
う9，202

，103，494 168，2f9，973 38，154， 

直接聞税負槍額百分比( % )

ft大相1干甘直i";，;問問 大阪市i!l.特関崎

金凶品保闘枇 金凶且弛凶 fll : 

へ
r 24・2 5・5

巧“ヲ'・ゥ
“ 7.0 

40.7 10.6 

40.7 11.2 

29・5 11.4 

41.5 12・7

42.7 10・3

不 f 明 10.1 

31・7
同

11.4 

日品2.8 10.8 

'.44・9 10.5 

4r.6 10.1 
い.~

45.5 10.3 

穴
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
貯
る
租
稀
負
揖

第
三
十
巻

ー
一一一

量事

裁

品ー
] 

-一一

主務局統計年報書;直接続負据額表:

大阪市財政要覧，六大市狙役負携叡表(大正一1"-一年度の材料は闘束震災の~め
に焼失し不明)

2) 



大
大
都
市
特
肥
大
医
市
に
於
け
る
租
積
負
鎗

第
三
十
巻

由

一一ー
一ー

第
一
一
揖

一ー

4

5

6

一

一

-

-

4

5

6

7

8

Q

O

E

2

3

4

E

2

F

E

十

一

一

Z

E

E

-

z

z

和

一

大

一

一

一

大

昭

-

大
正
四
年
に
全
国
の
直
接
国
税
の
四
分
の
一
を
六
大
都
市
が
負
携
℃
て
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
昭
和
二
年
に
は
二
一

分
の
一
一
崩
の
宜
器
国
粧
を
六
大
都
市
が
脊
負
つ

τゐ
る
事
が
明
-b
か
芯
な
る
α

六
大
都
市
の
人
口
が
、
大
正
回
年

に
全
国
の
一
割
に
し
て
、
昭
和
二
年
に
一
割
二
分
に
上
っ
て
ゐ
る
一
ω
?考
へ
る
ご
、
著
し
き
吉
原
を
な
し
て
ゐ

ゐ
。
更
に
大
阪
市
的
宜
接
園
税
負
摺
額
は
大
正
四
年
に
は
五
分
五
一
度
で
ゐ
っ
た
色
の
が
、
昭
和
二
年
じ
は
一
割
l

上
っ
て
ゐ
る
。
人
口
に
於
て
は
、
大
阪
市
は
全
国
に
濁
し
大
正
四
年
に
は
三
分
弱
に
し
て
昭
和
二
年
に
は
四
分
弱

で
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
大
阪
市
H
A
4

ハ
大
都
市
に
つ
h
v

て
見
る
に
、
巳
に
犬
正
四
年
度
に
於
て
人
口
の
割
合
に
比
し
直

接
園
積
り
負
信
頼
が
大
で
ゐ
っ
た
も
の
が
、
昭
和
二
年
に
歪
り
盆
々
英
り
勢
が
描
著
ご
な
っ
て
ゐ
る
の
で
ゐ
る
。

7 

8 

9 

z。
rI 

12 

13 

14 

昭和 I

2; 

大
都
市
が
直
接
園
枕
を
負
指
す
る
事
の
格
段
に
大
な
る
は
、
注
目
す
べ
き
事
賞
で
は
な
い
か
。

第
三

地
方
税
の
責
強
調

地
方
税
の
負
曲
目
総
額

全
国
六
大
都
市
及
び
大
阪
市
に
於
け
る
地
方
枕
の
負
携
額
を
過
去
十
三
年
間
に
わ
た
h
調
査
す
る
さ
.
究

ω
第

二
表
を
得
る
事
が
出
来
る
の
で
ゐ
る
。



第

表

会
闘
と
六
大
都
市
と
に
於
け
る
地
方
粧
負
猪
願
表

14.703.12. 

18.360•65 

'9.688.' 591 

23.904.13 

21.479. II 

22.467.8141 

27.013.8S 

額

大都市|大阪市

18.315hll 5 ， 366 ， 8~ 

20咽239，8181 6，264，93到

24.930，9231 8.035，' Sf 

34，629.0761 12，950，66 

'~7 ， 915 ， 7761 

62，7I7，8101 

78，683，34' 

88..869.17' 

62，I73.S3 

76，078，2341 

96，615，0同
9' ，573， Iめ 29，297θ4内

86，996，63訓 26.2同 '58:

(閲}~! 自L

(%) 

市地方時 大阪市地方時

闘地方税|プZ大相i市地方続

29・31

翻百分比

30到

32 •2 

37・3

3.1 

3・4

3.8 

4.2 

4.9 

3・9

3.5 

3・4

3.6 

3・5

3.6 

4・3

4.5 

地方続

呈号 闘 -，h 、

大正 4 175，427.226 

5 184.0∞.291 

6 210. 1 92.87e 

7 262，772.364 

B 377，2g6.226 

9 520，230，681 

10 587.326.316 

II 635，994，842 

12 605.774.140 

'3 624.629，869 

14 632，002.495 

昭和 I 6S30260.93C 

z 619，594，237 

地方税負 掠

穴大判布地方時 大田

金闘 地 方 枕 会 i

大正 4 10.4 

5 
Z2 0E-・9B 

6 

7 '3.1 

E 12.6 

9 12.0 

10 '3・3

II '3・5

12 10.2 

13 12.1 

14 ， 5.2 

昭和 E '4・0

z 14・0

俵
h
に
大
正
四
年
ご
昭
和
二
年
ご
の
ニ
グ
年
の
敏
字
を
比
較
す
る
。
六
大
都
市
の
人
口
が
み
一
国
の
人
口
に
艶

し

ぞ
れ
ん
¥
一
割
及
び
一
割
二
分
の
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
い
と
民
し
、

大
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
昨
日
る
租
税
負
握

六
大
都
市
の
地
方
税
負
傷
は
全
国
の
地
方

第
三
十
巻

一一一一一

第

競



大
大
都
市
特
に
大
臨
市
に
於

η
る
租
稀
負
強

第
三
十
巻

四

第

~ 

四

税
負
措

ω
一一割
u
A
ぴ
一
割
四
分
乏
な
っ
て
ゐ
る
。
更
に
、
大
阪
市

ω人
口
が
を
国
人
目
に
占
な
る
割
合
が
二
割
七
ー

A
I
R
A
ぴ
三
割
七
分
な
る
に
卦
し
、
地
方
税
負
憶
は
三
分
一
一
埋
及
び
四
分
二
艇
で
ゐ
る
。
故
に
六
大
都
市
は
地
方
税

に
於
」
戸
内
益
岡
宮

krb僻
長
崎
桝
務
員
帥
阿
佐
札
何
定
件
件
公
定
一
岡
崎
明
暗

V
M
T
I
l
i
-
-
;
i

市
に
於
け
る
地
方
枕
の
負
躍
は
、
府
牒
枕

ω負
憎
闘
す
」
市
枕

ω負
携
ご
の
二
つ
に
之
セ
分
ち
、
研
究
せ
ね
ば
な
ら

ぬp
q
t

封
寸
府
嘱
税
り
腕
宛
会
ー
し
4

衆
口
市
税
の
負
一
携
に
移

a事
也
市
る
。

一四.

府
脱
税

ω負
携

大
阪
市
、
東
京
市
、
名
古
尾
市
、
京
都
市
、
神
戸
市
、
横
演
市
川
り
市
民
は
府
腕
枕
ご
し
て
そ
れ
れ
、
、
大
阪
府

税
、
東
京
ー
府
枇
‘
愛
知
腕
枕
;
京
都
府
枕
、
兵
庫
騒
杭
、
紳
民
品
川
騒
祝
を
負
措
し
て
ゐ
る
。
此
等

ω府
間
膝
枕
は
困

枕
附
加
枇
ご
府
職
特
別
枕
ご
の
ニ
つ
に
分

μ
て
ゐ
る
か
ら
、
雨
者
を
合
せ
考
へ
ね
ば
な
ら
向
。
例
へ
ば
大
阪
市
に

於
り
る
府
枕
を
見
る
に
・
国
税
附
加
枕
ご
し
て
は
、
所
得
税
附
加
税
、
地
祖
附
加
税
、
管
業
税
附
加
税
、
偉
業
牧

徒
一
枕
附
加
雄
ド
費
薬
品
官
業
枕
附
加
枕
、
取
引
所
管
業
枇
附
加
枕
h
z
敷
ふ

fif-
特
別
殺
さ
し
て
は
、
特
別
地
裁
、

都
市
計
童
特
別
税
、
家
屋
税
、
替
業
枕
、
雑
柿
枕
を
ゐ
げ
る
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

府
瞬
枕

ω負
措
額
を
.
全
国
ご
六
大
都
市
ご
大
鹿
市
ご
に
つ
い
て
調
査
す
る
ご
、
第
四
表
を
得
る
事
が
出
来

る。



第
四
表
、

lr
闘
と
穴
大
和
市
L
G
犬
阪
市
と
に
於
け
る
府
賂
稔
負
櫓
額
表

(十闘)

一一一一「二二~~~iliJ f，~玉三日
4，79.7.994 

~;， o8r ，043! 

::;， s r 5.48訓

8，072，4241 

0，777，57守

.p33-9601 

20，249.97'1 

0，487，3151 

.)，696，880 

714fz，24f.;! 

0，298，9;91 

r， ';61 ，9891. 7，411 ，47: 

:;，629，1641 7.081.745 

1， 499，473! 

1，630.931 

2，0.ヰ3，8781

3，136，727 

4日142.9041

5.326，.447-

5，722.33S 

6.166，65( 

4，9R5，5101 

5，284，192 

6.337・8391

(%J 

一…一一一一
一

31.3 

37.( 

38.f 

38.• 

37.6 

~8.2 

29.-9 
『ーー一ーーーー『圃」

制指負

1

3

F

 

o
f
o
o
o
 

qu

内コ弓
3

2

34.3 

3:::!.C 

比百分

2・51

3. Ji 

2.到

29i 

3.6 

2.41 

2.6 

2.91 

2.3 

'ヲ勺
‘4・M

2.5 

2.9 

2. J 

宮山

府 !採

会 岡

大正 4 660436，573 

5 69，116.736 

6 
80，2JI，6叫E訓271J 

7 JOI，859， 

8 Iヰ1，747.

9 185，284.8281 

10 217，214，3541 

II 233，118.332. 

12 236，97':" 535 
， 

'3 242，735，013 

'4 251，oSg，455 

昭+111 254，439，714 

2 242，573，913 

府県系統負搭

世幽 JH肱吋

大正 4 7‘2 

5 

76・49911 1 6 

7 7.9， 

8 7.6 

9 7.6~ 

10
1 9.3! 

11 S.̂ 
， 
12 5，8 

'3 7.:::! 

14 12.0 

昭和 z

2 9.71 

府
腕
枇
負
情
額
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
事
は
、

大
阪
市
に
於
て
も
、

府
牒
税

負
携
一
割
が
人
目
的
割
合
に
比
し
少
き
事
で
ゐ
る
。

叉
六
大
都
市
の
合
計
に
於

J

て
も
、

昭
和
二
年
度
に
つ
い
て
見
れ
ば
.
ム
ハ
大
都
市
の
人
口
は
全
国
向

大
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
租
枕
負
指

第
三
十
位
世

ニ
三
五

第
一
一
蹴

ニ=一一且



六
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
租
稔
負
槍

第
三
十
巻

一
占，、

第

挽

一
三
六

一
割
二
分
な
る
に
、
六
大
都
市
の
府
職
枕
は
一
割
弱
に
止
ま
り
、
真
に
大
阪
市
に
於
て
は
人
口
が
金
園
の
三
分
七

原
な
る
に
、
府
牒
枕
は
二
分
九
原
ど
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
0
.

六
大
都
市
に
於
け
る
府
牒
枇
の
低
き
原
因
ご
し
て

は
、
京
都
府
、
紳
奈
川
職
、
兵
庫
牒
に
於
て
三
部
制
を
施
行
せ
る
事
を
ゐ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
郎
も
此
等
の
三
府
牒

に
於
て
は
、
府
同
腕
の
経
費
全
京
都
市
、
横
笛
市
、
神
戸
市
に
分
賦
し
、
此
等
三
大
都
市
か
此
分
賦
金
額
を
市
税
ご

し
て
徴
欣
す
る
事
ど
な
っ
て
ゐ
る
。
放
に
六
大
都
市
の
中
の
三
大
都
市
は
、
本
来
府
眠
枕
ご
し
て
徴
枚
す
ぺ
き
も

の
を
市
枕
に
合
め

τ賦
課
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ぞ
れ
江
げ
府
脱
税
が
減
少
す
る
わ
げ
で
ゐ
る
。
但
L
横
摘

市
に
於
て
は
昭
和
二
年
よ
0
服
費
の
分
賦
の
制
度
が
麿
止
せ
ら
れ
た
か
ら
、

昭
和
二
年
に
は
紳
奈
川
麟
税
ご
横
誼

市
税
ご
が
併
び
行
は
れ
て
ゐ
る
。

市

粧

の

負

捨

市
税
は
、
国
税
附
加
枕
ご
、
府
聴
枕
附
加
枇
ご
、
市
の
特
別
枝
ご
、
|
|
都
市
に
よ
・
り
で
は
1

1
匿
に
属
す
る

市
税
ご
よ
h
な
っ
て
ゐ
る
。
大
大
都
市
の
中
で
京
都
市
、
紳
戸
市
、
横
演
市

ω三
大
都
市
は
府
麟
的
麗
費
の
分
賦

額
ι
宮
市
枕
ご
し
て
徴
牧
し
て
ゐ
る
か
ら
、
六
大
都
市
の
市
枇
負
措
額
的
中
に
は
此
等
の
数
字
が
特
別
に
増
加
し

τ

ゐ
る
の
で
あ
る
。
但
し
積
損
市
に
於
て
は
、

昭
和
二
年
以
後
は
牒
費
の
分
賦
の
制
度
が
摩
止
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

大
正
四
年
以
来
昭
和
二
年
℃
至
る
間
の
市
町
村
税
負
指
額
を
全
国
ご
六
大
都
市
ご
大
阪
市
ど
に
つ
い
M

て
調
査
す

る
さ
、
第
五
表
を
得
る
事
が
出
来
る
。



刷
用
調
器
合
同
と
六
大
都
市

ι大
師
叫
市
と
に
於
け
る
市
町
村
荷
負
携
額
表

3[・3

(間)

都 I甘い大阪市

3"s[7，82パ 3i867・371
5，.158，77.51 4ゐ4.00.:!

~i;99r ，28. 

9.813，93 

]0，560，22 

.13，034，21 

13iら65，8，
Q，731・481
，6，493， 

17，183，6nl 

20，616，0151 

0，01l，1I71 21，886，47 

3.3674691 '9・128，413

(%) 

5. J 

25・到

26.8 

34・01

29.5 

30.S 

37. 

28 

23・E

31.2 

30 • 

額百分比

額

9，415440 

6，556，652 

37，138，206 

48，583，8501 

8，433，37"1 

8，381，8561 

48，476，6591 

8，665，986 

66，316，129 

3-91 

4.4 

5・51

4・5

5・5

4， 

6.1 

4・

4 

摺市町村積

会 闘 プ， :) 

大正 4 108，990，653 

5 I14，883，555 

6 1'.!9，98 1 ，237 

7 I60，9r 3，21i 

8 235，548，756 

9 33-1，945，853 

10 370， '" ，962 

11 402，876，5IC 

12 368，8:>3，605 

13 381 •894,8561, 

14 380，914，04C 

昭和 z 398.821.225 

2 377.020.324 

市町村積負 強

ず、犬知市市崎 犬阪，f
全凶iti凶j村枕 全凶市

大正 4 12.41' 

5 13.2 

6 '4・91

7 16.5 

8 15.8 

9 14.5 

10 '5.8 

fI '7・0

12 ， 3.1 

'3 15・4

14 17・4

昭和 I 17，6 

z 16.8 

第
五
表
に
つ
い
℃
み
る
に
、

六
大
都
市
及
び
大
阪
市

ω市
枇
負
借
り
割
合
は
、

人
口
の
割
合
に
比
し
大
唱
-
ゐ

る
。
従
て
ム
ハ
大
都
市
及
び
大
阪
市
に
於
て
は
‘

布
税
負
措
の
割
合
は
府
厭
枇
負
措
の
割
合
よ
b
も
遣
に
大
で
あ
る

大
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
吋
る
租
続
負
強

第
三
十
巻

信
-
一
旗

= 『用・

~ 

七



六
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
租
稔
負
槍

カf

第
三
十
巻

i¥. 

第

焼

ニ
三
凡

首
接
国
枕

ω負
措
り
割
合
に
比
す
れ
ば
運
じ
小
ど
な
る
の
で
ゐ
る
。

市
枕
の
内
容
は
各
都
市
に
よ
b
、
又
各
時
期
に
よ
り
間
々
臭
っ
て
ゐ
る
。
過
去
十
三
年
間
に
わ
た
り
、
大
阪
市

の
市
杭

ω内
容
を
調
査
す
る
言
、
次
の
表
を
得
る
の
で
あ
る
。

一J

闘
柑
飢
川
和
(
岡
山
一
件
枕
附
劃
稔
、
拙
私
附
加
問
恥

替
業
税
附
加
税
、
管
業
収
盆
枕
附
加
税
、
鍍
業
枕
附
加
稔
、
頁
薬
此
官
業
税
附
加
税
、
取
引
所
管
業

枕
附
加
品
開
)

l

出
川
根
附
加
樹
高
渇
禍
附
一
川
河
4
盟
組
問
川
匂
紺
別
地
純
一
附
州
一
樹
、
刺
繍
相
州
制

-
g
l

市
内
特
別
伶
{
都
市
計
書
特
別
叫
品
、
電
柱
冊
、
坪
数
制
、
歩
一
均
)

狩
附
加
精
)

甑

κ崩
す
る
市
松
(
関
税
所
作
稀
附
加
校
、
関
枕
地
税
附
加
税
、
闘
枕
管
業
枕
開
別
殺
，
府
枕
替
業
柑
附
附
加
獄
、
・
断
続
雑
種
枕
附
加
枕
、
府
続
家
屋

一
市
材

ω山

τ
2特
に
回
日
一
層
明
広
市
枕
-
匂
週
日
出
じ
、

一
る
さ
牛
次
的
数
字
を
得
る
事
が
出
来
る
。

第
六
表

そ
の
』
川
貞
一
棚
市
及
凶
対
眠
市
U
州
問
問

六
大
都
市
及
び
大
阪
市
に
於
げ
る
匝
に
屈
す
る
市
積
比
続
表
{
開
)

大阪市

4~50S.3151 1.786..855 

4'919，0701 2.0981799
1 

5.98，お51 山 1401

8:374也、'71 ム 4，F84353i

8.662~r~61' 4.551'，4勾

rr .661. 5 541 6.648•(33
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8.658，S8il 3.250.:1021 

6.802.7651 3β4.916 

6;348•2461, 4.015.530: 

6.178•6231 4.明，問
5.Il7.515， 

6.397.6251 
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匝

ω制
度
は
各
都
市
仁
於
て
そ
れ
九
¥
特
色
宝
山
下
L
、
且
ム
ソ
渇
一
去
十
三
年
間
に
於
て
異
常
の
捷
化
を
遂
げ

τゐ

る
。
邸
ち
第
六
表

ω
数
字
仁
つ
h
I

て
見
る
も
、

大
正
四
年
に
は
名
古
屋
市
以
外
的
五
大
都
市
に
つ
い
て
は
恒
仁
麗

す
る
市
杭
を
計
上
し
た

ω一
で
あ
る
が
、
大
正
六
年
以
来
は
横
橋
市
を
除
き
、

大
正
入
年
以
後
は
紳
戸
市
を
算
定
せ

守
、
結
局

ω所
以
大
阪
市
千
」
東
京
市
三
京
都
市
ど
の
三
大
都
市
の
合
計
ど
な
っ
て
ゐ
る
。

第
四
B

直
接
続
ー
の
質
捨

以
上
、
六
大
都
市
特
に
大
阪
市
の
祖
税
負
強
ケ
直
接
関
税
ご
地
方
税
ご
の
雨
方
面
よ
り
研
究
し
、
夏
に
地
方
税

を
府
麟
枕
ぜ
」
市
枕
ご
に
分
ち
、
特
に
市
税

ω中
よ
り
は
直
に
属
す
る
市
枕
を
選
び
出
し
調
査
を
準
め
た
の
で
ゐ

る
。
此
等
の
、
匝
に
属
す
る
市
松
戸
普
通

ω市
税
、
府
豚
柱
、
買
接
国
枕
り
金
糟
を
網
羅
す
る
事
じ
ょ
っ
で
、
始

め
て
荒
接
税
金
煙
い
わ
た
り
、
全
国
ど
六
大
都
市
ご
大
阪
市
ど
の
租
枕
負
躍
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
出
来
る
の
で

ゐ
る
。

ー
大
正
四
年
よ

b
昭
和
二
年
仁
至
る
十
三
年
閉
じ
於
U
る
夜
接
杭
会
髄

ω負
携
額
を
合
計
す
る
ご

7
衣
の
第
七
表

を
得
る
の
で
あ
る
。

六
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
租
税
負
鎗

第
三
十
巻

二
三
九

第
一
斑

二
一
子
九



六
大
都
市
特
に
大
鹿
市
に
於
け
る
租
積
負
携

事
七
表

第
三
十
巻

第

貌

四
O 

四
O 

A
h
闘
と
大
大
都
市
と
大
阪
市
と
に
於
け
る
直
接
稀
負
掲
額
表

第
七
表
に
よ
れ
ば
、

額百分比(%)

一一ー盟竺|さ生主亙笠竺
協憎 I 7、六都市1111.j必伶

4.lt 2S.~-
27.( 

6 

6.61 

6.5 

55・934.03'1
60，，63'.5441; 

68,031•6241 

:;59.9'31 68.5叫93~

286ゐ61， 64.364.45 

ゐ4.4

35-4 

26. 

25.1 

峡

30. 

27・

25・

(周)

都市ト大阪市

，4∞.8331 12.852.34' 

，866.6371 16.931•65,1 

07，368，5'.3 

.964.859 

，04I，9S6 

，8"'.4531， 
.877.633 

司主 明

I028 ， 3~7 

.45 J ，24:! 

.032.799 

司ミ

7.21 

6.01 
6.l 

6，2 

6.2 

7・

直接投資

全 関 プぐチ

大正 4 312.325.489 

5 336，907.e02 

6 412，293.472 E 

7 504，385.7句 z 

8 701.S82，736f r 

9 8S9.620，36t 2 

10 943・ 542 •g6c 2 

II 1.。ョ0.573.919

12 907・5
'
4.38e z 

13 977.604-471 2 

14 1.019.631，811 2 

昭和 X 1，042，T79，110 z 

2 988•697.73 1 2 

直 接 積

士大都市l白傍崎

r 金剛且 1~ tJl' 

大正 4 16.5 

5 16.51 

6 26.0 

7 26目4

8 20・5

日 23.7 

10 "4・5

11 不 明

12 '7.4 

13 23・3

'4 26.6 

昭和 I 24・3

2 25.8 

額強

大
正
四
年
に
於
て
金
園

ω直
接
続

ω
七
分
の
一
強
を
六
大
都
市
が
負
強
し
て
ゐ
た
も
の

カf

昭
和
二
年
に
は
四
分
の
一
強
ご
な
っ
て
ゐ
る
。

更
に
大
限
市

ω
直
接
税
負
鎗
は
大
正
四
年
に
四
・

-
a
ρ
1
セ



y

ト
な
り
し
も
り
が
、

昭
和
二
年
に
は
六
・
五
バ

1
セ
ン
ト
に
上
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
然
れ
ど
も
助
等
内
数
字

は
直
接
税
負
摂
額
の
全
額
で
あ
っ
て
、

関
税
、
府
職
枕
、

市
枕
が
い
づ
れ
も
同
一
歩
調
を
た
ど
っ
て
ゐ
る
ご
云
ふ

わ
げ
で
は
な
い
。

試
み
に
夜
接
抗
一
人
営
り
負
指
額
を
内
容
的
に
分
頼
し
、

全
国
ピ
六
大
都
市
ピ
大
阪
市
ど
に
つ

き
比
較
し
、

大
正
四
年
の
数
字
ど
昭
和
ニ
年

ω
数
字
ご
を
掛
照
す
る
ご
、

第
八
表
の
興
味
ゐ
る
事
寅
を
後
見
す
る

の
で
ゐ
る
o

第
八
表

全
闘
と
六
大
都
市
と
大
阪
市
と
に
わ
、
け
る
直
接
続
一
人
前
り
負
併
矧
比
較
表
{
単
位
閑
)

金問 I 、大~'市 大甑市

直接関F量 2.515 に 5.95' 5.12( 

大

府県車、和 1.220 8e3 1.0コ〆
正

市町村続 2.C口2 2.431 2.641 

四 地方税 3.22~ 3.294 3.円175

年
直接続 5・73i 9・2-l5 8.8口I

直接図段 6.020 23.'7i 16.8日，

昭

府県草税 4-034 3.26り
平日

市町村向 6.020 8.765 

地方税 Io.IO.j 12.03-4 Ir .5') 

年
直接税 16 124 35.3" 28.47S 

大
大
祁
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
組
税
負
強

第
三
十
袋

四

第

銃

四



六
大
都
市
特
に
大
阪
市
に
於
け
る
租
穂
負
措

第
一
ニ
+
念

四

第
一
貌

二
四
ニ

大
正
四
年
ご
昭
和
二
年
と
の
直
接
税

ω
一
入
賞
り
負
携
舗
を
比
較
す
る
く
会
園
は
三
倍
弱
、
六
大
都
市
は
四

倍
弱
、
大
阪
市
は
三
倍
強
ご
云
ふ
数
字
を
示
し
て
ゐ
る
。
夏
に
直
接
枕
を
内
容
的
に
調
査
す
る
ご
、
大
正
四
年
ご

昭
和
二
年
ご
に
共
渇
し
た
現
象
を
見
る
の
で
ゐ
る
。
六
大
都
市
も
、
そ
り
構
成
分
子
た
る
大
阪
市
も
、
全
国
に
比

し
著
る
し
き
特
長
を
示
し
て
ゐ
る
。

一
入
賞
り
租
枕
負
携
額
に
於
て
、
大
都
市
は
全
国
平
均
よ
b
も
直
俊
国
税
を

負
躍
す
る
事
が
最
も
多
く
、
市
町
村
枕
に
至
h
J
τ

は
全
闘
卒
均
金
僅
か
に
設
さ
、
府
服
枇
仁
つ
い
て
は
会
同
卒
均

よ
り
落
ち

τゐ
る
の
で
ゐ
る
。
大
郁
市
川
祖
枇
免
措
の
章
一
心
.P
直
接
凶
枕
に
存
ず
る
一
引
は
、
注
は
す
べ
き
事
賞
百

ー
は
ね
ば
な
ら
ね
。

以
上
、
六
大
都
市
.
特
に
大
阪
市
に
於
げ
る
祖
税
負
擦
に
つ
き
、
世
界
大
戦
を
中
心
ご
し
て
統
計
的
考
察
を
試

み
た
の
で
あ
る
。
材
料
り
不
備
の
た
め
に
充
分
内
研
究
を
試
み
る
を
得
な
か
っ
た
の
は
志
械
で
ゐ
る
が
、
大
都
市

の
直
接
枇
負
擦
の
重
心
が
直
接
国
税
に
存
す
る
事
は
、
之
を
明
ら
か
に
し
得
た

ω
で
ゐ
る
。
此
統
計
数
字
を
根
濠

ピ
し
て
、
国
家
財
政
ご
地
方
財
政
己
に
週
中
る
財
政
政
策
が
確
立
し
得
る
の
で
ゐ
る
。

大
事
院
の
武
田
長
太
郎
事
士
が
本
論
文
寄
稿
に
闘
し
、
有
盆
な
る
材
料
を
提
供
せ
ら
れ
し
事
を
謝
ナ

J


